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Ｑ．事業協同組合において、過去に理事長の職にあった者のうちから会長を選任し、

代表理事の権限の若干を行わせる会長制を設けたいが、これは可能か。 

 

Ａ．ご照会の会長の身分あるいは職務権限の詳細が不明であるが、そのような会長は

対外的には少なくとも表見代表とみなされ、また、一般的には組合の管理面におい

て理事長との権限の分担等が複雑になり内部の統一が損なわれるおそれがある。 

したがって、ご照会のような会長制を設けることは、法的には不可能ではないが、

運営上好ましくなく、理事又は顧問として協力を得るのが適当である。 

しかしながら、中協法においてこれを禁止する規定はないので、会長制を設ける

ことが組合の実体からみて運営上最良の方法であれば、これを設けることも妥当と

思料するが、その適否は実体から判断すべきものであるので所轄行政庁とも協議の

うえ判断するのが適当と考える。 


